
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

《常設展》 

動動物物のの図図画画展展  

こども園・幼稚園・保育園児が 

描いた動物の絵を展示します 

ぜひご来場ください！ 
 

 

 



 

 

あなたはきちんと飼っていますか？？ 

～ 犬・猫を飼うためのルール ～ 
 

 

●人と動物の共生のためにマナーを守って飼いましょう 

①道路や公園、他人の土地を汚さないようにしましょう。 

散歩時の犬のふんは責任をもって持ち帰りましょう。猫は室内飼育に努め、ふ

ん尿などによる近所迷惑とならないよう注意して飼いましょう。 

②犬や猫を捨てないでください。 

 犬や猫を飼うときは終生飼養するという責任を持って飼いましょう。愛護動物

を虐待したり捨てることは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。 

③犬や猫にも家族計画を。 

 繁殖を望まないのであれば避妊・去勢手術を受けさせましょう。 

 

●犬を飼うときは、次のことを必ず守りましょう 

①登録と注射は必ず受けましょう。 

 生後 91日以上の犬は、登録（生涯 1回）と狂犬病予防注射（毎年 1回）を受

けましょう。注射を受けたら注射済票の交付手続きも忘れず行いましょう。 

②放し飼いはやめましょう。 

 放し飼いは近所の迷惑になるだけでなく、事故の原因になります。散歩の時は、

必ずリードでつなぎましょう。 

 

●猫を飼うときは、次のことを必ず守りましょう 

①猫は室内で飼いましょう。 

 交通事故、感染症、予期しない繁殖、近隣トラブルの回避などにつながります。

もし外に出てしまっても飼い猫と分かるよう、首輪や迷子札をつけるようにし

ましょう。 


